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伊佐市農業委員会 2回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 30年 5月 28日（月）午前 9時 00分から 10時 35分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （29人） 

    

    会  長        15番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 10 番委員 1 番推進委員 12 番推進委員

2 番委員 11 番委員 2 番推進委員 13 番推進委員

3 番委員 13 番委員 3 番推進委員 14 番推進委員

4 番委員 4 番推進委員 15 番推進委員

5 番委員 6 番推進委員 16 番推進委員

7 番委員 7 番推進委員 17 番推進委員

8 番委員 8 番推進委員 19 番推進委員

9 番委員 9 番推進委員 20 番推進委員

11 番推進委員

     

４．欠席委員  （3人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  ２番委員    ３番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第５号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   

 

 

 

 



 2 

【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

おはようございます。只今より、平成３０年度 第２回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

１４番農業委員が現在入院されていますが、これから水稲作付など農作

業も忙しくなる時期です。皆さんも健康には十分留意され農業委員会活動

等行って頂きたいと思います。 

本日は１４番農業委員が欠席で、出席人数は１２名で、規定に達してお

りますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

２番農業委員と３番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６項

の規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご

報告いたします。 

１ページをご覧ください。 

農地法第３条解約につきましては、１件（田１筆）です。 

次に、資料の２ページから６ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が１９件、登記

地目、田４２筆、畑３筆でありましたのでご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定について議題といたします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第 1号、「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定のうち、所有権移転及び基盤法貸借につきましてご説明申し上げま

す。 

７ページをご覧ください。 

はじめに、所有権移転ですが、譲受人は、伊佐市大口宮人に居住されて

いる ＩＫさん６７歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈花北に居住されている ＮＭさん５２歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字伊ケ月１３００番２１、地目は畑、地積は

１，２５８㎡です。 

 続きまして、基盤法貸借につきまして、２２ページをご覧ください。 

期間は１年から１０年で、面積は田１７５,３８３㎡、畑１３，６３６

㎡の計１８９,０１９㎡です。利用権を設定する者の数６７名、利用権の

設定を受ける者の数５１名です。 

土地の詳細につきましては、８ページ番号１から２１ページ番号７５の

とおりです。以上ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号１番について４番農業委員の報告を求めます。 



 4 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る５月２６日に現地調査を行いましたの

で、私４番が報告いたします。 

 申請人 ＴＴさんは、伊佐市大口金波田に居住され、年齢は３３歳です。 

渡し人 ＫＨさんは、神戸市須磨区大池町に居住され、市外住民で、年

齢は７５歳です。 

申請地は、伊佐市大口大島字ナラノ木２８７番１、外３筆が田、地積は

合計６，５７６㎡、大島字前村５１６番１、登記地目宅地、現況畑、地積

は２６７．８５㎡の５筆合計６，８４３．８５㎡で、所有権移転売買であ

ります。 

受人の経営面積は１３，４６６㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、２番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る５月２３日現地調査を行いましたので、
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

私２番が報告いたします。 

申請人 ＨＨさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は４０歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、霧島市隼人町神宮に居住され、市外住民です。二

人は、いとこ同士になります。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字川原田６２１番で、地目は田、地積は２，

９９４㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は５，０９６㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は２ｋｍで、現況は良く管理された農地であります。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る５月２０日現地調査を行いましたので、

私５番が報告をいたします。 

 申請人 ＹＹさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は６６歳です。 

渡し人 ＹＫさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は８９歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字白川８０２番２外６筆が、地目は田、地積

５,１４９㎡、川南字龍石１３５６番外１筆が、地目は畑、地積は１，９
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０２㎡の９筆合計７,０５１㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は今回の贈与分７,０５１㎡で、取得可能面積でありま

す。農業従事者は１名で、通作距離は７００ｍ以内で、現況はよく管理さ

れた農地であります。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る５月２１日に現地調査を行いましたの

で、私１０番が報告いたします。 

 申請人 ＢＫさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は７５歳です。 

渡し人 ＮＭさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は８３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字薬師原１３３５番８で、地目は畑、地積は

１１９㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は４，２７０㎡で取得可能面積です。農業従事者は２名

で、通作距離は約３００ｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲

はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る５月２１日に現地調査を行いましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＩＡさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は７７歳です。 

渡し人 ＭＭさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は７６歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字権現原１６２３番１外１筆で、地目は畑、

地積は合計２，４７５㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は４０，６１７㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約７００ｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番につきまして、去る５月２１日に現地調査を行いましたの

で、私１０番が報告をいたします。 

申請人 ＹＭさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は７７歳です。 

渡し人 ＹＨさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字崩ケ宇都３２０３番２、地目は畑、地積は

２１５㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は６，４３２㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号７番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号７番につきまして、去る５月２５日に現地調査を行いましたの

で、私１３番が報告いたします。 

 申請人 ＭＹさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は７０歳であり

ます。 

渡し人 ＹＴさんは、鹿児島市吉野町に居住され、市外住民で、年齢は

６７歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字鶴田２１６番２、地目は畑、地積は３２０

㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は４３，９２８㎡で取得可能面積です。農業従事者は２

名で、通作距離は約１．５ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終 

わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

よって整理番号７番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号８番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号８番につきまして、去る５月２３日に現地調査を行いましたの

で、私２番が報告いたします。 

 申請人 ＭＳさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は３７歳です。 

渡し人 ＫＺさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は５０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字下東３１１３番１、外２筆、川北字小俣後

３５９８番の４筆で、地目は田、地積は合計６,９６８㎡で、所有権移転

売買であります。 

受人の経営面積は１２５,０６７㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は４名で、通作距離は約１．６ｋｍで、現況は良く完備された農地で

あります。経営意欲は十分あり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号９番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

整理番号９番につきまして、去る５月２１日に現地調査を行いましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＨＳさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は８１歳です。 

渡し人 ＴＥさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は６５歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字矢楯川６４６番１、地目は畑、地積は６

２６㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１６，６２４㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約２００ｍで、現況は笹畑でありますが、隣接

地が受人の畑で整備して耕作するとのことです。経営意欲はあり、農機具

等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１０番につきまして、去る５月２５日現地調査を行いましたの

で、私５番が報告いたします。 

申請人 ＳＮさんは、伊佐市大口篠原に居住され、年齢は５１歳です。 

渡し人 ＹＫさんは、伊佐市大口篠原に居住され、年齢は８４歳です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字小桜１１０１番４外２筆で、地目は田、地
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積は合計５,１５３㎡、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１４，６１４㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は３名で、通作距離は約２００ｍで、現況は良く完備された農地であり

ます。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１１番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１１番につきまして、去る５月２１日現地調査を行いましたの

で、私３番が報告いたします。 

申請人 ＫＫさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は５８歳です。 

渡し人 ＮＨさんは、福岡市早良区有田に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字江川尻１１２５番３で、地目は畑、地積は

５５８㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は６，７５３㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１５ｋｍで、現況はよく管理された農地でありま

す。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１２番については、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１２番につきまして、去る５月２５日現地調査を行いましたの

で、私４番が報告いたします。 

申請人 ＮＨさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は７５歳です。 

渡し人 ＭＨさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は５６歳です。 

申請地は、伊佐市大口青木字星ケ峯２９８７番１２外１筆で、地目は畑、

地積は合計８１８㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は３２，８４０㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１００ｍで、現況はよく管理された農地であり

ます。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１２番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１３番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち、

整理番号１３番につきまして、去る５月２５日現地調査を行いましたの

で、私７番が報告いたします。 

申請人 ＩＫさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は６５歳です。 

渡し人 ＯＴさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は８６歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字紙漉１２９０番１外４筆で、地目は田、地

積は合計６，１９１㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２４，３８４㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は３名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１３番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１４番については、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１４番につきまして、去る５月２５日現地調査を行いましたの

で、私７番が報告いたします。 

申請人 ＭＨさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は６３歳で

す。 

渡し人 ＭＳさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は８０歳で

す。二人は親子になります。 

申請地は、伊佐市大口小木原字小松ノ元３９５番、地目は田、地積は１，

４５６㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は７，２３３㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約４００ｍで、現況はよく管理された農地でありま

す。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

よって整理番号１４番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１５番、１６番については、譲受人が同一ですので一括で報告

をお願いします。８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１５番、１６番につきまして、去る５月２５日現地調査を行いま

したので、私８番が報告いたします。 

申請人 ＭＴさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年齢は５７歳です。 

整理番号１５番の渡し人 ＭＹさんは、伊佐市大口下殿に居住され、年

齢は５５歳です。二人は兄弟になります。 

申請地は、伊佐市大口下殿字大牟田１０４０番５外１筆で、地目は田、

地積は合計２,７８８㎡で、所有権移転贈与であります。 

整理番号１６番の渡し人 ＵＭさんは、伊佐市大口下殿に居住され、自

治会は下殿で、年齢は８８歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字下鶴１３４３番５で、地目は田、地積は

３９５㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、今回の贈与分２,７８８㎡及び売買分５８７㎡、合

計３，７７０㎡で取得可能面積であります。農業従事者は２名で、現況は

よく管理された農地であります。経営意欲はあり農機具等は完備されてお

ります。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１５番、１６番について、許可することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

全員挙手。 

よって整理番号１５番、１６番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１７番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１７番につきまして、去る５月２１日現地調査を行いましたの

で、私３番が報告いたします。 

申請人 ＯＨさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は７２歳です。 

渡し人 ＫＴさんは、広島県福山市神辺町に居住され、年齢は８７歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字飛田２９９６番外１筆で、地目は田、地積

は合計１，６１８㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は５，０８９㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１０ｋｍで、現況はよく管理された農地でありま

す。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１７番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号１８番、１９番については、譲受人が同一ですので一括で報告

をお願いします。１番農業委員の報告を求めます。 
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１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１８番、１９番につきまして、去る５月２５日現地調査を行いま

したので、私１番が報告いたします。 

申請人 ＯＫさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は５８歳で

す。 

整理番号１８番の渡し人、ＴＳさんと、整理１９番の渡し人、 ＴＫさ

んは親子で、伊佐市大口小木原に居住され、Ｓさんの年齢は８０歳で、Ｋ

さんは５７歳です。 

申請地は、伊佐市大口小木原字橋ノ口５１０番２、地目は田、地積は１，

７００㎡で、所有権移転売買であります。 

また、伊佐市大口小木原字橋ノ口５１１番外２筆、地目は田、地積は合

計７，０８６㎡で、こちらも所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１１１,９１５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約２００ｍで、現況はよく管理された農地であ

ります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１８番、１９番について、許可することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１８番、１９番は許可が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１９件について、１９件の許可が処分決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出

の意見決定について提案いたします。 

整理番号１番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出

の意見決定について、去る５月２５日、１７番推進委員、私８番農業委員

２名と、Ｓさん立ち合いのもと、共同調査を行いましたので、８番が報告

いたします。 

 申請人、ＳＳさんは伊佐市大口針持に居住され、年齢は６１歳です。 

申請地は、伊佐市大口針持字中原１８３２番５、地目は田、地積は９２

１㎡であります。 

畜産経営の規模拡大により飼料置き場がなくなったということで、水田

を埋め立てて飼料置き場にしたいとのことです。 

所在地は、針持小学校から西へ約１．１ｋｍに位置し、北側は田、南側

は田、東側は山林、西側は山林で、用途区分変更で周囲に与える影響はな

いと思われます。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、農用地利用計画変更申出書

等が提出されています。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において申請地の

用途区分変更は問題ないと判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろ

しくお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見の決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並び許可が決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出

の意見決定について、申請件数１件について、意見決定１件が決定いたし

ました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

  

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る５月２５日、１１番農業委員、

１９番推進委員、私３番農業委員３名と、申請人 ＳＳさん夫立ち合いの

もと、共同調査を行いましたので、３番が報告いたします。 

申請人 ＳＳさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は６８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字小屋敷１５１９番１９、地目は田、地積は

６９㎡であります。 

農地区分は第１種農地となっております。転用目的は一般住宅でありま

す。 

所在地は、徳辺消防詰所より北東に約２００ｍ位に位置しており、周り

は道路で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、平面図、始末

書等が提出されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

しまして、私の報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る５月２５日、１７番推進委員、

私８番農業委員２名と、申請人 Ｓさん立ち合いのもと、共同調査を行い

ましたので、８番が報告いたします。 

申請人 ＳＳさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は６１歳です。 

申請地は、伊佐市大口針持字中原１８３２番５、地目は田、地積は９２

１㎡であります。 

農地区分は農用地区域内農地となっております。転用目的は農業用資材

置場であります。 

所在地は、Ｓさんの牛舎の北側に位置しており、東側は山林、西側も山

林、南側が牛舎、北側は水田で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、字図、事業計画書、汚廃水処

理確約書、被害防除計画書等が提出されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

しまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数２件について、処分決定２件が処分決定いたしました。 
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議 長 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１番について、去る５月２５日、申請人の代理人

行政書士の Ｔさん立会いのもと、５番農業委員、１３番推進委員、私４

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口青木に居住されている ＮＨさんで、年齢は７５

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口里に居住されている ＭＨさんで、年齢は５６歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は農業用資材置き場となってお

ります。 

申請地は、伊佐市大口青木字稲荷迫１０８２番１、地目は田、地積は５

６６㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、大口東小学校から東へ約１ｋｍに位置しており、東側は田、

西側は原野、南側は田、北側は田で、周囲に与える影響はないと思われま

す。平成５年８月頃から牧草ロールが置かれているとのことであります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約

書、始末書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番ですが、この議案は２番推進委員が譲受け人となっていま

すので、農業委員会等に関する法律、第３１条の規定に基づき議事に参与

出来ませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 

それでは、２番推進委員の退席をお願いします。 

 

（２番推進委員退席） 

 

整理番号２番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号２番について、去る５月２５日、申請人の代理人

Ｔ行政書士立会いのもと、９農業委員、１８番推進委員、私１３番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１３番が報告いたします。 

譲受人は、霧島市隼人町住吉に居住されている ＹＫさんで、市外住民

で、年齢は７５歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口田代に居住されている ＨＡさんで、年齢は７６

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 

申請地は、伊佐市大口田代字北ノ原２７８番１５、地目は畑、地積は１，

５４６㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、羽月西小学校から西へ約１００ｍに位置しており、南側と

東側は太陽光発電施設、北側は人家、西側は畑で周囲に与える影響はない

と思われます。 

太陽光発電事業でありますが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量９

９ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、見積書、残高証明書、

収支計画書、配置図、位置図、字図、平面図、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、汚廃水処理確約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

ここで、２番推進委員の入室をお願いします。 

 

（２番推進委員着席） 

 

２番推進委員、整理番号２番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号３番について、去る５月２５日、申請人の代理人 

行政書士のＴさん立会いのもと、５番農業委員、１３番推進委員、私４番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口鳥巣に居住されている ＴＳさんで、年齢は３４

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口元町に居住されている ＭＫさんで、年齢は８０

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は一般住宅として利用となって

おります。 

申請地は、伊佐市大口篠原字中川原２５４番７で、地目は田、地積は３

７８㎡で、農地区分は第１種農地であります。 

所在地は、大口中央中学校から東へ約７００ｍに位置しており、南側

は宅地、東側は田、北側・西側も田であり、周囲に与える影響はないと思

われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書等が添付されております。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号４番について、去る５月２５日、申請人の代理人 

Ｍさん立会いのもと、１１番農業委員、１９番推進委員、私３番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、３番が報告いたします。 

譲受人は、霧島市国分広瀬に居住されている ＨＮさんで、市外住民で

す。 

譲渡人は、伊佐市菱刈徳辺に居住されている ＹＭさんで、年齢は６３

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字狩迫２２９８番で、地目は畑、地積は１,

８１８㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、敬明園から北西へ約７００ｍに位置しており、南側は畑、

東側は国道、北側は農道、西側も農道であり、周囲に与える影響はないと

思われます。 

太陽光発電事業でありますが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量９

９ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、見積書、資金証明書、
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置図、被害防除計画書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号５について、去る５月２５日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、９番農業委員、１８番推進委員、私１３番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１３番が報告いたします。 

譲受人は、東京都港区港南にある株式会社 ＨＥであります。 

譲渡人は、鹿児島市南林寺町に居住されている ＨＨさんで、市外住民

で、年齢は８１歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字船ケ迫９１９番１、地目は畑、地積は１，

０５８㎡であります。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており、 

農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、羽月西小学校から西へ約１．５ｋｍに位置しており、南側

は道路、東側と北側は畑、西側は自治会館と山林であり、周囲に与える影

響はないと思われます。 

太陽光発電事業でありますが、パネル設置枚数３２４枚、設置容量８

９．１ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、見積書、
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残高証明書、収支計画書、位置図、配置図、字図、平面図、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号６番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号６番について、去る５月２５日、申請人のＨＳ Ｈ

Ｔさん立会いのもと、１３番農業委員、１８番推進委員、私９番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

譲受人は、熊本県人吉市蓑野町にある ㈲ＨＳの ＨＴさんです。 

譲渡人は、鹿児島市鴨池新町に居住されている ＩＮさんで、市外住民

です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的はクヌギ３００本を植林する予

定となっております。 

申請地は、伊佐市大口田代字廣畑２２２６番で、地目は田、地積は１，

２６７㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、羽月西小学校より西へ約４ｋｍに位置しており、北側は市

道、南側・東側・西側は原野で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書等必要書類は全て添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

します。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数６件について、処分決定６件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号１番につきまし

て去る５月２５日、申請人の代理人 Ａ行政書士立会いのもと、５番農業

委員、１３番推進委員、私４番農業委員の３名で共同調査をしましてので、

４番が報告いたします。 

申請人 ＯＫ生産森林組合 組合理事 ＴＹさんは、伊佐市大口木ノ氏

に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市大口木ノ氏字石原７８４番１で、地目は田、

地積は１８㎡です。 

周辺の状況は、国道２６７号に隣接しており、農道との三差路の角地で

高台にあり、申請理由として、平成２年８月３０日に取得した農地であり

ましたが、高台に位置しており、水を引くことができず田としても作業は

困難であり、耕作放棄地となり農地性を喪失したとのことであります。ま

た、ＯＫ生産森林組合は解散し、Ｋの自治会が譲り受けることになってお

ります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請地の位置は、木ノ氏簡易郵便局から北へ約７００ｍに位置し、東側

は田、西側は国道、南側は田、北側は国道です。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が提出されていま

す。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号２番につきまし

て去る５月２５日、１７番推進委員、私８番農業委員の２名で共同調査を

しましてので、８番が報告いたします。 

申請人 ＫＴさんの相続人代表 ＫＹは、伊佐市大口宮人に居住されて

います。 

申請地の所在地は、伊佐市大口宮人字上田３０番１で、地目は畑、地積

は４４７㎡です。 

申請理由として、平成５年頃堆肥舎を作り今日に至っているとのことで

あります。   

申請地の位置として、すずらんの里より西へ約１ｋｍに位置し、東側は

宅地、西側は農道、南側は田、北側は墓地です。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図等が提出さ

れています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号３番につきまし

て去る５月２５日、申請人のいとこである ＨＨさん立会いのもと、３番

農業委員、１９番推進委員、私１１番農業委員の３名で共同調査をしまし

てので、１１番が報告いたします。 

申請人 ＨＳさんは、霧島市隼人町神宮に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市菱刈川北字屋祢添５５８番１で、地目は畑、

地積は９３６㎡です。 

申請理由として、平成１０年に住宅への通路と倉庫を整備したとのこと

であります。   

申請地の位置として、平沢津集会施設より南西へ約４００ｍ位に位置

し、北側は宅地、東側も市道、西側・南側は山林です。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が提出されていま

す。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号４番につきまし

て去る５月２５日、申請人の息子さんＴ行政書士立会いのもと、１番農業

委員、２番推進委員、私７番農業委員の３名で共同調査をしましてので、

７番が報告いたします。 

申請人 ＳＡさんは、伊佐市大口鳥巣に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市大口鳥巣字町７９８番６で、地目は畑、地積

は１３０㎡です。 

申請理由として、昭和５１年９月頃、申請者の住宅への入口がなかった

ため、宅地への入口として庭木を植え利用してあり、農地性は喪失してい

ます。   

申請地の位置として、鳥巣自治会より西へ約３００ｍに位置し、東側は

田、西側は畑、南側は田、北側は宅地となっています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が提出されていま

す。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第６号「非農地証明願」４件申請のうち４件の許可が決定いたしま

した。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判

断」に係る決定ついて提案いたします。 

 事務局の報告を求めます。 

 

 それでは、別冊の議案第７号「農地法第２条第１項に規定する農地に該

当するか否かの判断」に係る決定についてをご覧下さい。 

 昨年の６月から９月まで、委員の皆さんに利用状況調査（全筆調査）を

行っていただきましたが、この中で耕作Ａ判定、Ｂ判定という判定をして

頂きました。 

 その中のＢ判定、これはどうやっても農地に戻らないであろうという農

地ということで判断していただきました農地のリストがこの別冊になり

ますが、筆数が４９７筆で、面積が４０６，０２９㎡ということで、調査

の結果が出ています。 

 これに基づきまして、総会において非農地であると判断していただいた

ときに、事務局から非農地通知を６月の中旬頃に送る予定にしています。

そこで、この別冊の農地につきまして非農地として承認していただけまし

たら、農地台帳を整理させていただき農地から外したいと考えております

ので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 今、事務局から説明がありましたが、皆さん別冊の方をご覧ください。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 委員の皆さんご意見、質問はありませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第７号「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判

断」に係る決定ついて、事務局の報告のとおり決定に賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

 よって、議案第７号「農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか

否かの判断」に係る決定ついて、決定いたしました。 

 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。５月の月例報告をします。 

去る１０日、５月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２５日、現地調査を一斉にしております。２８日、本日ですが第２回

農業委員会の総会です。 

６月の行事予定ですが、７日に６月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

あります。２２日が現地調査です。２８日が第３回の農業委員会の総会で

す。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

これで、平成３０年度 第２回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     ２  番     

                   

伊佐市農業委員     ３  番    

 

 

【終了時間  午前１０時３５分】 

 

  


